
・警戒レベル４避難勧告は、立退き避難に必要な時間や日没時間等を考慮し

て発令されるもので、このタイミングで危険な場所から避難する必要があり

ます。
※２ 警戒レベル４避難指示（緊急）は、必ず発令されるものではなく、地域の

状況に応じて緊急的に、または重ねて避難を促す場合などに発令され

ることがあるものです。

・警戒レベル５が出てもまだ避難できていない場合は、自宅の少しでも安全な

部屋に移動したり、すぐ近くに安全な建物があればそこに移動するなど、命

を守るための最善の行動をとってください。
・警戒レベル５災害発生情報は、町が災害発生を把握できた場合に、可能な

範囲で出される情報であり、必ず出される情報ではありません。

(気象庁が発表) (気象庁が発表) (町が発令)

警戒レベルは、水害や土砂災害に
備えて住民がとるべき行動をお知
らせするために５段階にレベル分け
したもので、町が避難情報と合わせ
て出す情報です。

(町が発令)

町から出される避難情報（警戒レベル）について

※１警戒レベル４「全員避難」は、高齢者などに限らず全員が危険な場所から避難する

タイミングです。

 


